
麻薬廃棄届
※引き続き管轄の保健所（部）でも

書面による申請を受け付けています。

麻薬廃棄届とは
期限切れの麻薬や変質、破損等により使用しなくなった麻薬を廃棄しようとする者は
麻薬の品名及び数量並びに廃棄の方法について大分県知事に届け出て、大分県職員の
立会いの下に廃棄しなければなりません。（麻薬及び向精神薬取締法第２９条）



入力について

ログインして、申請を実施して下さい。

※アカウントをお持ちでない場合は、 アカウントの作成から始まります。



1. 「利用規約に同意する」を確認し、
チェックを入れて下さい。

2. 「申請に進む」をクリック。



開設者が法人か、個人か確認してください。



法人の場合、

法人名及び法人代表者名
を入力してください。

指示に従い麻薬免許に関
する情報を入力してください。



指示に従い麻薬免許
に関する情報を入力
してください。

申請方法について選
択してください。



「申請方法の選択」で「表示された項目に入力して届出を行う」を選択
した場合

指示に従い麻薬廃棄
に関する情報を入力
してください。

廃棄に関する要望が
ありましたらこちらに
記載してください。

廃棄予定の麻薬の品
名、数量を入力する
場合は「追加する」を
クリックしてください。



廃棄予定の麻薬の品
名、数量等の必要事
項を入力してください。

２品目以上の麻薬について
入力する場合は「追加する」
をクリックしてください。（最大
10品目まで入力可能です。）



「申請方法の選択」で「ワードファイル等で作成した麻薬廃棄届を提
出する」を選択した場合

廃棄しようとする麻薬の情報
は任意入力ですので、必ずし
も入力する必要はありません。
「一時保存して、次へ進む」を
クリックしてください。

ワード、ＰＤＦ等で作成した麻
薬廃棄届を「ファイルを選択」
をクリックして添付してください。



申請内容に間違いがないか確認し、問題なければ
「この内容で申請する」をクリックして申請完了です。


